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はじめに 供託かんたん申請とは           ３ページ 

 初めての方でも簡単に御利用いただけるオンラインによる供託申請の方法です。 

「供託かんたん申請」は、ソフトウェアのダウンロードをせずに、ウェブブラウザのみ

で申請が可能です。 

１ 申請者情報の登録                ６ページ 

 初めて御利用になる方は、申請者情報の登録を行い、申請者 ID 及びパスワードを取得

してください。 

なお、既に登記のオンライン申請を利用されている方について、申請者 ID 及びパスワ

ードは、登記・供託オンライン申請システム共通ですので、改めて申請者情報を登録して

いただく必要はありません。 

２ ログイン                   １２ページ 

 供託かんたん申請を利用するために、登記・供託オンライン申請システムにログインし

ます。 

 ・パスワードを忘れてしまったときは            １３ページ 

３ 申請書の作成と送信              １４ページ 

 ログイン後、供託申請メニューから申請様式を選択し、申請書を作成・送信します。 

 ・CASE１「供託（金銭）地代家賃弁済」の申請様式で作成する場合 １５ページ 

 ・CASE２「供託（金銭）給与債権執行」の申請様式で作成する場合  ２５ページ 

 ・CASE３「取下書」を作成する場合            ３０ページ 

４ 処理状況の確認                ３４ページ 

 供託かんたん申請によって申請した手続の処理状況については、「処理状況照会」画面

から確認することができます。 
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５ 供託金の電子納付               ３９ページ 

 申請書の送信後、供託所において申請内容に問題がないことが確認され、受理決定がさ

れると、納付情報が発行され、電子納付を行うことができます。 

 ・インターネットバンキングを利用して電子納付を行う場合    ３９ページ 

① 供託かんたん申請の｢電子納付｣ボタンからアクセスする方法      ３９ページ 

② 金融機関のインターネットバンキングに直接アクセスする方法     ４１ページ 

 ・金融機関の ATM で電子納付を行う方法 

（ペイジー対応の ATM を利用）       ４３ページ 

６ 補正申請                   ４８ページ 

 申請内容に不備があった場合、供託所から補正通知が届きます。申請書を修正し、再度

送信してください。 

７ 申請データの再利用（継続申請）                ５０ページ 

 一度送信した申請書のデータは、手続完了後９２日以内であれば、再利用ができます。

継続して申請される際に便利な機能です。 

おわりに 申請方法に迷ったら           ５１ページ 
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はじめに 供託かんたん申請とは 

  

登記・供託オンライン申請システムを利用した供託申請には、ウェブブラウザから

申請を行う供託かんたん申請と、申請用総合ソフトという専用のソフトウェアを用い

て行う申請の２種類の方法があります。 

 供託かんたん申請は、ソフトウェアのダウンロードやパソコンの環境設定等が不要

であり、インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンがあれば、初めての

方でもすぐに御利用いただけます。 

 ただし、供託物の払渡請求等の電子署名や、添付ファ

イルを付すことができないため、お客様が御利用になり

たいお手続になじまない場合があります。その場合は、

申請用総合ソフトを御利用ください。 

 

平日の８時３０分から２１時まで申請できます 

 

 登記・供託オンライン申請システムの利用可能時間は、月曜日から金曜日までの８

時３０分から２１時まで（国民の祝日・休日、１２月２９日から１月３日までの年末

年始を除く。）です。 

 法務局の平日の窓口業務終了以降の時間帯でも

御利用いただけますが、１７時１５分以降に申請

書が到達した場合には、受付日は翌業務日となり

ます。この場合、供託時までの遅延損害金を付す

供託については、遅延損害金が不足し、却下や補

正の対象となる場合がありますので、御注意くだ

さい。  
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申請データは９２日間保存され、再利用が可能です 

 供託かんたん申請では、作成途中の申請書は保存することができませんが、申請を

行ったデータについては、供託手続完了後、９２日間保存されます。この期間であれ

ば、申請後の処理状況の確認をすることができます。 

 また、補正申請や定期的に継続する供託を行う際に、前回使用した申請書のデータ

の再利用が可能です。 

供託金の納付方法は、電子納付です 

 供託金の電子納付は、ペイジー対応の ATM（ゆうちょ銀行等）

による納付又はインターネットバンキングによる納付のいずれかの

方法によって行います。 

 納付期限は、供託が受理された日から７日以内です。 

期限内に納付されない場合、供託の受理決定は失効しますので、

御注意ください。 

電子署名は不要です 

 供託かんたん申請は、電子署名の付与及び添付ファイルのオンライン送信が不要な

手続を対象としています。 

会社・法人の資格証明書を省略できます（ 注 １ 、 注 ２ ）  

 法務局に登記されている会社・法人については、会社法人等番号を申請書に入力す

ることにより、代表者の資格証明書（登記事項証明書）の提出が不要になります。 

 その他の添付書面（委任状、登記された法人以外の資格証明書等）がある場合は、

申請様式の「送付する添付書面あり」欄にチェックした上で、添付書面に到達通知に

より確認した申請番号を付記して、供託所に送付又は持参してください。 

 なお、申請書が供託所に到達した日の翌日から５日以内に添付書面が供託所に到達

した場合には、申請書の到達日が供託の受理日となります（※平日の１７時１５分ま

でに到達している場合）。 
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（注 1） 会社法人等番号の送信がない場合や、供託官が当該法人の登記情報を直ちに

確認することができない場合には、資格証明書を供託所の窓口で提示し、又は供託所

に郵送することが必要となりますので、御注意ください。 

（注 2） 支配人その他登記のある代理人による申請である場合における当該代理人の

権限を証する書面についても同様です。 

 

供託かんたん申請では、書面の供託書正本をお渡しします 

供託かんたん申請では、書面による申請と同様に、書面による供託書正本をお渡し

します。 

 申請書の作成の際に、書面の供託書正本の受領方法

について、窓口交付又は送付のいずれかを選択してく

ださい。 

 なお、正本の送付を希望する場合には、返信用封筒

（送付先として供託者の住所・氏名を記載し、郵便切

手を貼付したもの）を、到達通知により確認した申請

番号を付記して供託所宛て送付してください。 

供託かんたん申請では、払渡請求を行うことはできません 

供託物の払渡請求は、申請書に電子署名を付与する必要があるため、申請用総合ソ

フトで申請していただくことになります。 

供託者又は被供託者が複数の場合には利用できません 

この場合には、申請用総合ソフトで申請していただくことになります。 

 なお、申請用総合ソフトでは、申請様式に記載しきれない情報を提出する必要があ

るオンライン申請を行う際には、「別添ファイル入力支援ツール」により作成したフ

ァイルを添付して申請することができます。 
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１ 申請者情報の登録 

  ※ 既に登録済みの方は不要です。 

登記・供託オンライン申請システム（登記ねっと・供託ねっと）のホームページに

アクセスし、「申請者情報登録」ボタンをクリックします。 

HP アドレス：https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「利用規約」画面が表示されますので、

使用許諾書の内容を確認し、「同意する」

ボタンをクリックします。 
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 「申請者情報新規入力」画面が表示されますので、申請者情報を入力した後、「確

認（次へ）」ボタンをクリックします。 
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申請者 ID 

 １１文字以内であれば、半角英字のみ又は半角数字のみでも差し支えありません。 

パスワード 

 ８文字以上２０文字以内の半角英数字及び記号の組合せで入力します。 

氏名 

 ２０文字以内の全角文字を入力します。 

氏名（フリガナ） 

 ２０文字以内の全角カタカナを入力します。 

郵便番号、連絡先・電話番号及び連絡先・FAX 番号 

 半角数字で入力します。 

メールアドレス 

 自宅や事務所のパソコンのメールアドレスのほか、携帯電話やスマートフォンのメ

ールアドレスも登録が可能です。 

メールの受信内容選択 

 補正通知や納付情報など、お知らせメールを希望する場合はチェックを入れます。 

 

⚠注意⚠ 

 入力内容に誤りがあると、右のよう

に黄色でエラーが表示されます。 

正しく修正の上、「確認(次へ)」ボ

タンをクリックします。 
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 「申請者情報入力内容確認」画面

が表示されますので、入力内容を確

認し、誤りがなければ「仮登録（次

へ）」ボタンをクリックします。 

入力内容に誤りがあった場合は、

「修正（戻る）」ボタンをクリック

し、入力内容を修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 「申請者情報仮登録完了」画面が表

示されますので、「発行（次へ）」ボ

タンをクリックします。 

 クリックすると登録したメールアド

レス宛てに認証情報が送信されます。 

メール受信制限をされている方は、

「moj.go.jp」からのメール受信を許可

してください。 

 

 

 

⚠注意⚠ 

認証情報の有効期間は、「発行（次へ）」ボタンをクリックしてから３０分です。 

３０分以内に登録が完了しない場合は、入力した申請者情報が無効になりますの

で、御注意ください。 
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右に示す「申請者登録用 認証情

報のお知らせ」メールが届きますの

で、認証情報を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「認証情報入力」画面の所定

の欄に認証情報を３０分以内に

入力し、「登録（次へ）」ボタ

ンをクリックします。 

 

メールで届く認証情報を登録

するまで、画面を閉じないよう

にお願いします。 

 

 

 

 

 

申請者 様 

 

 登記・供託オンライン申請システム 

の申請者情報登録に必要な認証情報を 

お知らせします。 

 以下に示す認証情報を，有効期限まで 

に「認証情報入力」画面の「認証情報」 

欄に入力してください。 

 

 認証情報：○○○○○○○○ 

 有効期限：2022-4-8 09:00 

 

登記・供託オンライン申請システム 
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申請者情報の登録が完了すると、「申請者情報登録完了」画面が表示されますの

で、「ログイン画面へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚠注意⚠

申請者情報登録時の申請者 ID 及びパスワードが、登記・

供託オンライン申請システムへのログイン時の申請者 ID 及

びパスワードになります。お忘れのないようにお気を付け

ください。 

１年間御利用（ログイン）のない申請者 ID は無効となります。その場合は、改めて

申請者情報登録を行っていただく必要があります。 
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２ ログイン 

登記・供託オンライン申請システム

のトップページから、「供託かんたん

申請」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 申請者 ID 及びパスワードを入力し、

「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

ログイン後、「供託申請メニュー」

画面が表示されます。 
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パスワードを忘れてしまったときは・・・ 

 

ログイン画面で、「パスワードを

お忘れの場合」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 申請者情報に登録した申請者 ID、

メールアドレス、質問及び答えを入

力し、「問い合わせ」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

「パスワード更新」画面が表示され

ますので、８文字以上２０文字以内の

半角英数字及び記号の組合せで新しい

パスワードを入力します。 

入力誤りを防ぐため、「新しいパス

ワード（確認用）」欄に、新しいパス

ワードと同じ文字を入力します。 

 

入力後、「更新」ボタンをクリックすると、新しいパスワードが設定されます。 
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３ 申請書の作成と送信 

 供託申請メニューから、手続に応じた申請様式を選択し、申請書を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次ページから、以下の３つのケースについて、申請書の作成方法を説明します。 

CASE１「供託（金銭）地代家賃弁済」の申請様式で作成する場合 

 大家さんが家賃を受け取ってくれない（受領拒否の場合）。 ※マニュアル１５ページ～ 

CASE２「供託（金銭）給与債権執行」の申請様式で作成する場合 

 従業員の給料について裁判所から差押命令が届いた（執行供託（義務）の場合）。※マニュアル２５ページ～ 

CASE３「取下書」を作成する場合 

 オンライン申請した供託の内容に不備があったので、申請を取り下げたい。 ※マニュアル３０ページ～ 
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供託申請メニューから｢供託（金銭）地代家賃弁

済【かんたん】｣をクリックすると、申請様式の画面

が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

以下に示す①から⑪までの項目を入力又は選択します。 

 

 

 

 

CASE １ 

「供託（金銭）地代家賃弁済」の申請様式で作成する場合 

～受領拒否の場合～ 

拡大図 

① 

 

② 

 

 

③ 

静岡地方法務局 

静岡県静岡市葵区○○町〇番〇号 

甲野太郎 

乙山次郎 

静岡県静岡市駿河区〇〇町〇番〇号 

※入力画面は１９ページへ続きます。 
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①  供託所の表示 

｢供託所選択｣ボタンをクリックし、申請先の供託所（法務局）を選択します。 

 

 

例：「静岡地方法務局」に申請する場合 

 「都道府県選択」欄から

「静岡」を選択します。 

 

「供託所選択」欄から供      

託所名「静岡地方法務局」

を選択します。 

 

 

 

 

 

 

「供託所の表示」欄に「静岡地方法務局」と設定されます。 
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「供託所の管轄はインターネ

ットから確認することができま

す。」をクリックします。 

 

法務局ホームページの「管轄

のご案内」ページが表示されま

すので、「地図から探す」をク

リックします。 

 

 

 

地図から該当の法務

局・地方法務局を選択

します。 

 

 

 

該当の法務局・地方法務局の「管轄のご案内」画面が

表示されますので、「供託」ボタンをクリックします。 
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供託すべき供託所を確認し、地図から該当

の地域をクリックします。 

※  供託の種類によって、供託すべき供託所

は異なります。例えば、弁済供託や執行供

託の場合、一般的に、債務の履行地を管轄

する供託所に供託します。 

なお、地図をクリックすると、該当の供託

所が表示されますが、この操作をしても、申

請書の「供託所の表示」欄には反映されませ

んので、御注意ください。 

 

 

 

 

 供託所の案内図が表示されますので、所在

地等を確認してください。 

確認後、ブラウザの閉じるボタンをクリッ

クして画面を閉じ、供託かんたん申請の供託

所選択「都道府県選択」画面（前ページ）に

戻ります。 
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供託者の住所及び氏名（法人等の場合は本店・主たる事務所（法人所在地）及

び商号・名称（法人名））を全角文字で入力します。初期画面では、申請者情報

登録で入力した情報が自動で表示されますが、修正することも可能です。 

 会社・法人が供託者となる場合

は、会社法人等番号も半角数字で

入力します。 

 

 法人等による申請により代表者の記載が必要な場合、又は委任による代理人の

申請により代理人の記載が必要な場合には、代表者又は代理人を選択し、代表者

（資格及び氏名）又は代理人（住所及び氏名）を全角文字で入力します。 

 例：「代表者 代表取締役 甲山花子」、「代理人 静岡市○○区○○ 乙川太郎」 

③ 被供託者の住所・氏名 

 被供託者の住所及び氏名（法人等の場合は本店・主たる事務所（法人所在地）

及び商号・名称（法人名））を全角文字で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

④ 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

⑥ 

居宅１棟 床面積 ５０・３０平方メートル 

● 

毎月末日 

甲県乙市○○町一丁目１番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 

● 

令和    4   3 

●

50000 

令和    4    3    31 

50000 

② 供託者の住所・氏名 

※以下、１５ページからの続きです。 

※入力不要 

※入力不要 ※入力画面は２１ページへ続きます。 
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 法令条項欄のいずれかを、御自身の 

契約状況等に応じて選択してください。 

本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が 2020 年 3 月

31 日以前である。 

本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が 2020 年 4 月

1 日以降である 

（｢供託の事由｣を選択することによって、法令条項が表示されます。）。 

 

1.  賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が令和２年３月３１日以

前である場合、法令条項に「民法第４９４条」と表示されます。 

2.  賃貸借契約の締結日（又は直近の合意更新日）が令和２年 4 月１日以降

である場合、⑤「供託の原因たる事実」欄の「供託の事由」を選択するこ

とによって、該当する法令条項が自動的に表示されます。 

※ 上記２の場合の入力例（あらかじめ受領拒否） 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃料の増額請求があり，あらかじめ賃料の受領を拒否され目下係争中 

「供託の事由」を選択（入力）

すると、法令条項が自動的に表

示されます。 

④ 法令条項 
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全ての項目を入力してください。 

「契約内容（貸借の目的物、賃料、支払日及び支払場所）」、「供託する賃

料」及び「供託の事由」に、全角文字で入力又は選択します。 

 ただし、年月日の入力・選択欄については、半角数字で入力してください。 

⑥ 供託金額 

 供託金額を半角数字で入力します。 

円記号「￥」や桁区切りの「，（カンマ）」は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下、１９ページからの続きです。 

⑤ 供託の原因たる事実 

⑦ 

⑧ 

 

 

 

⑨ 

⑩ 

 

賃料は翌月分前払いである。 

● 

甲野太郎 

053-454-3819 

⑪ 

※供託者（代理人を含む。）が会社・法人の場合で、

②「供託者の住所・氏名」欄に会社法人等番号を入力

している場合は、自動的にチェックが入ります。 

※連絡先情報には、「申請者情報の登録」で

登録した情報が自動的に表示されます。 

※初回申請の場合、入力不要（補正については４８ページ参照） 
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 資格証明書や委任状等の添付書面を供託所に別途送付する必要がある場合は、

チェックを入れます。 

⑧ 供託通知書の発送を請求する 

 被供託者への供託通知書の発送を請求する場合は、チェックを入れます。 

供託の内容によっては、供託通知書を必要としないものもありますので、迷っ

たときは供託所にお問い合わせください。 

 発送を請求する場合は、返信用封筒（送付先として被供託者の住所・氏名を記

載し、発送者として供託者の住所・氏名を記載して、郵便切手を貼付したもの）

を、到達通知により確認した申請番号を付記して供託所宛て送付してください。 

⑨ 書面の供託書正本の窓口交付を請求する/書面の供託書正本の送

付を請求する 

 書面の供託書正本の受領方法について、「窓口交付」又は「送付」のいずれか

を選択します。 

 送付を請求する場合は、返信用封筒（送付先として供託者の住所・氏名を記載

し、郵便切手を貼付したもの）を、到達通知により確認した申請番号を付記して

供託所宛て送付してください。 

⑩ 備考 

 ①から⑨までの項目について、特に追記する事項がある場合は、「備考」欄に

記載してください。 

⑪ 「次へ」ボタンをクリック 

 必要な項目を全て入力した後、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

⑦ 送付する添付書面あり 

※  連絡先情報の表示を変更したい場合

は、上部のメニューから「申請者情報

変更」ボタンをクリックし、申請者情

報変更登録を行ってください。 

なお、申請者 ID は変更することが

できません。 
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 「次へ」ボタンをクリックすると、「入力内容

の確認」画面が表示されます。 

入力内容に誤りがないことを確認し、「確定」

ボタンをクリックすると、申請書作成が完了し、

「納付情報入力」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 「納付情報入力」画面には、電子納付に関する情報として、登記・供託オンライン

申請システムの申請者情報の登録で入力した氏名（フリガナ）が自動的に表示されま

す（修正することも可能です。）。 

 

 

 

 

 

 「納付情報入力」画面の内容を確認（又は必要に応じて修正）し、「確定」ボタンを

クリックすると、「送信確認」画面が表示されます。 

※  この画面の氏名（フリガナ）は、申請書の作成・送信後、

供託金をペイジー対応の ATM により納付した際に、利用明

細に出力されます。 
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 「送信確認」画面が表示されますので、内容を確認し、「送信実行」ボタンをクリ

ックすると、作成した申請書のデータが送信されます。 

※ 「送信実行」ボタンをクリックした後は、申請書の修正ができませんので、御注意く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 「送信完了」画面が表示されま

す。「処理状況を確認する」ボタ

ンをクリックすると、「処理状況

照会」画面に移動します。 

この後の手続については、以下

のページを参照してください。 

 

処理状況確認→３４ページ～ 

供託金の納付→３９ページ～ 

補正申請  →４８ページ～ 

 



 

25 

 

 

 供託申請メニューから「供託（金銭）給与債権執行

【かんたん】」をクリックすると、申請様式の画面が

開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 以下に示す①から⑩までの項目を入力又は選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 

※入力画面は２６ページへ続きます。 

① 

 

② 

 

③ 

静岡地方法務局 

静岡県静岡市葵区○○一丁目〇番〇号 

○○○○株式会社 
0800       01      234567 

代表取締役 甲野太郎 

民事執行法第１５６条第２項 

※入力不要です。 

※入力不要です。 

債権差押命令 

CASE ２ 

「供託（金銭）給与債権執行」の申請様式で作成する場合 

～執行供託（義務）の場合～ 
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①  供託所の表示 

  「供託所選択」ボタンをクリックし、申請先の供託所（法務局）を選択します。

詳しくは、本マニュアルの１６～１８ページを参照してください。 

② 供託者の住所・氏名 

 供託者の住所及び氏名（法人等の場合は本店・主たる事務所（法人所在地）及

び商号・名称（法人名））を全角文字で入力します。初期画面では、申請者情報

登録で入力した情報が自動で表示されますが、修正することも可能です。 

 会社・法人が供託者となる場合は、会社法人等番号も半角数字で入力します。 

法人等による申請により代表者の記載が必要な場合、又は委任による代理人の

申請により代理人の記載が必要な場合には、代表者又は代理人を選択し、代表者

（資格及び氏名）又は代理人（住所及び氏名）を全角文字で入力します。 

例：「代表者 代表取締役 甲山花子」、「代理人 静岡市○○区○○ 乙川太郎」 

③ 法令条項 

 法令条項を全角文字で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入力画面は２８ページへ続きます。 

※以下、２５ページからの続きです。 

④ 
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④ 供託の原因たる事実 

 債務者（従業員）の住所・氏名、今回の給与の内容（何月分給与、支給日、支

給場所、支給額及び法定控除額）、供託する金額等について、様式の空欄に全角

文字で入力します（必要に応じて様式を修正してください。）。 

記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 差押事件の内容を入力します（入力欄によって全角・半角が異なります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

４００００ 

静岡県静岡市駿河区○町〇番〇号 乙山次郎         ４   ３ 

４   ４  １５        供託者肩書地本店    ２５００００ 

５２５００ 
４００００ 

※ 供託金額の計算方法 

｛給与総支給額（２５万円）－法定控除額（４万円）｝÷４＝５２５００円 

  計算の結果、小数点以下の金額が発生する場合は、切り捨ててください。 

  計算方法はあくまで一例です。差押命令通知書の内容を御確認の上、適正な供託金額を

入力してください。 

静岡地方 

○○ 

令和   3 

ル 

123 

東京都○○区 

○○町一丁目 

１番地 

□□株式会社 

乙山次郎 供託者 金６０００００ 金６０００００ 

令和   3 

4 

1 

水色ボックス→全角文字入力 

オレンジ色ボックス→半角数字入力 

静岡地方 

△△ 

令和     3 

ル 

456 

静岡県〇〇市 
××町１番１号 

株式会社〇× 
乙山次郎   供託者    金３０００００  金３０００００ 

令和   3 

6 
1 
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⑤ 供託金額 

 供託金額を半角数字で入力します。 

円記号「￥」や桁区切りの「，（カンマ）」は不要です。 

⑥ 送付する添付書面あり 

資格証明書や委任状等の添付書面を供託所に別途送付する必要がある場合は、

チェックを入れます。 

⑦ 資格証明書を省略するため会社法人等番号を提示する 

供託者（代理人を含む。）が会社・法人の場合で、②「供託者の住所・氏名」

欄に会社法人等番号を入力している場合は、自動的にチェックが入ります。 

  

※以下、２６ページからの続きです。 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑨ 

52500 

● 

☑ 

※入力不要です。 

※入力不要です。 

※入力画面は２９ページへ続きます。 
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⑧ 書面の供託書正本の窓口交付を請求する/書面の供託書正本の送 

付を請求する 

 書面の供託書正本の受領方法について、「窓口交付」又は「送付」のいずれか

を選択します。 

 送付を請求する場合は、返信用封筒（送付先として供託者の住所・氏名を記載

し、郵便切手を貼付したもの）を、到達通知により確認した申請番号を付記して

供託所宛て送付してください。 

⑨ 備考 

 ①から⑧までの項目について、特に追記する事項がある場合は、「備考」欄に

記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 「次へ」ボタンをクリック 

 必要な項目を全て入力した後、「次へ」ボタンをクリックします。 

「入力内容確認」画面が表示されます。この後の手順（Step２～Step４）につ

いては、２３～２４ページを参照してください。 

※以下、２８ページからの続きです。 

※連絡先情報には、「申請者情報の登録」で

登録した情報が自動的に表示されます。 

⑩ 

※初回申請の場合、入力不要（補正については４８ページ参照） 
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 供託の内容に不備があったり、誤って

供託申請をしてしまったりして、送信し

た供託書を取り下げたい場合は、「取下

書」を作成・送信することになります。 

供託申請メニューから「取下書【かん

たん】」をクリックすると、取下書様式

の画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

静岡地方法務局 

20110110999999999 

供託書（金銭供託）地代家賃弁済 

錯誤 

拡大図 

 

CASE ３ 

「取下書」を作成する場合 
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①  提出する書面 

 「取下書を提出する。」又は「補正した取下書を再提出する。」のいずれかを

選択します。 

初回の取下書申請であれば、「取下書を提出する。」を選択してください。 

 

 

 一度送信した取下書に不備があり、補正を行って再提出する場合は、「補正し

た取下書を再提出する。」を選択してください。 

「補正した取下書を再提出する。」を選択すると、自動的に下図の赤枠の入力

欄が表示されるので、補正する取下書の初回申請番号（１７桁）を入力します。 

 

 

 

 

② 供託所の表示 

 取下書を送信する供託所を選択します。必ず取り下げる対象の供託申請を行っ

た供託所を選択してください。 

詳しくは、本マニュアルの１６～１８ページを参照してください。 

③  申請者の住所・氏名 

供託者の住所及び氏名（法人等の場合は本店・主たる事務所（法人所在地）及

び商号・名称（法人名））を全角文字で入力します。 

代表者又は代理人の記載が必要な場合には、代表者又は代理人を選択し、代表

者（資格及び氏名）又は代理人（住所及び氏名）を全角文字で入力します。 

④ 取下する申請番号 

 取下を行う供託申請の申請番号（１７桁）を半角数字で入力します。 

20110110999999999 
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 取下を行う供託申請の申請様式を選択します。 

 

 

 

 

 

⑥ 取下理由 

 取下を行う理由を入力します。 

⑦ 送付する添付書面あり 

 送付する添付書面がある場合は、チェックを入れます。 

⑧ 備考 

 ①から⑦までの項目について、特に追記する事項がある場合は、「備考」欄に

記載してください。 

 

 

 

⑨  「次へ」ボタンをクリック 

必要な項目を全て入力した後、「次へ」

ボタンをクリックします。 

「入力内容の確認」画面が表示されます

ので、誤りがないことを確認し、「確定」

ボタンをクリックします。 

 

プルダウンメニューから選択します。 

⑨ 

⑤ 取下する申請様式 
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 「送信確認」画面が表示されますので、内容を確認し、「送信実行」ボタンをクリ

ックすると、作成した取下書のデータが送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

「送信完了」画面が表示されます。「処理状況を確認する」ボタンをクリックする

と、「処理状況照会」画面に移動します。 
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４ 処理状況の確認 

申請書を送信後、「処理状況照会」画面から申請の処理状況を確認します。 

以下の図の流れに沿って手続を進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  申請書の送信者以外の方も、申請番号

及び処理状況確認番号が分かれば、該当

する申請の処理状況を検索・確認するこ

とができます。 

※  申請用総合ソフトで作成・送信した申

請の処理状況も確認できます。 

供託所で申請が受理されると、

「供託受理決定通知書」が通知さ

れますので、「お知らせ」ボタン

で確認します。 

 

 「供託受理決定通知書」の到

達後、供託金を納付することが

できます。 

 

インターネットバンキングに

より納付する場合は、「納付」

ボタンをクリックして、「電子

納付」ボタンから納付します

（※３９ページ参照）。 

ペイジー対応ＡＴM により納

付する場合は、「納付」ボタン

をクリックし、画面に表示され

る収納機関番号・納付番号・確

認番号を控えて、ＡＴM で納付

します（※４３ページ参照）。 

 

 

 

 

 

※  右クリックで画面印刷する

こともできます。 

 送信した申請書が登記・供託オンライン申請システムに到達したことを、

「到達通知」ボタンで確認します。 
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 供託かんたん申請で申請書

等を作成・送信した後、処理

状況を確認する場合は、「供

託申請メニュー」画面から、

「処理状況を確認する」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

※  供託かんたん申請では、供託手続完了後９３日目に、処理状況のデータが消去され

ます。一方、申請用総合ソフトを利用した申請は、供託手続完了後９３日目以降も、

引き続き、処理状況の情報を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

上の図のように、「処理状況照会」画面が表示されます。 

次ページから、①｢検索条件｣欄から⑥｢再利用｣ボタンまでを順番に説明します。 

 

① 

② 

③   ④  ⑤  ⑥ 
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①  検索条件 

 

 

 

本欄に申請番号を入力し、処理状況等を確認したい申請を検索します。 

※  申請書の送信者以外の方が申請書を検索する場合又は申請用総合ソフトで作成・送

信した申請書を検索する場合は、「申請番号（完全一致）」及び「処理状況確認番号

（完全一致）」の両方を入力する必要があります。 

 

②手続名 

 供託かんたん申請により

作成・送信した申請書の内

容について確認することが

できます。 

 確認したい手続名をク

リックします。 

 

右クリックで画面印刷できます。 
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③取得可能情報「到達通知」 

送信した申請書が登記・供託オンライン申請システムに登録されると、到達通知が

発行され、申請番号、到達日時、処理状況確認番号等を確認することができます。 

なお、「到達通知」ボタンをクリックした手続の申請書が、エラー等により登記・

供託オンライン申請システムに到達していなかった場合は、不到達通知（却下/中止）

が表示されます。 

        をクリックすると、下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

④ 取得可能情報「お知らせ」 

 申請書の送信後、申請内容に関して供託所からお知らせがある場合には、「お知ら

せ」ボタンをクリックし、お知らせの内容を確認してください。 

をクリックする

と、右のような画面が表示されます。 

 お知らせが｢補正のお知らせ｣である

場合は、この画面から補正の内容を確

認することができます。 

補正を行う方法については、４８～

４９ページを参照してください。 
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⑤取得可能情報「納付」 

 申請書の送信後、申請内容に問題がなければ、供託所において受理決定がされ、納

付情報が発行されます。これにより、供託金の電子納付を行うことができます。 

 「処理状況照会」画面で、納付情報

を取得しようとする申請の「納付」ボ

タンをクリックすると、「電子納付情

報表示」画面が表示されますので、納

付情報の内容を確認してください。 

供託金の電子納付は、「納付情報が

発行された日」から７日以内に行う必

要がありますので、御注意ください。 

をクリックする

と、 右の画面が表示されます。 

 

 ペイジー対応 ATM を利用して

電子納付を行う場合は、オレンジ

枠の項目を控えておく必要があり

ますので、「電子納付情報表示」

画面を印刷すると便利です。この

画面で右クリックをして画面印刷

をすることができます。 

ATM の操作については、４３～

４７ページを参照してください。 

 

 

※ ⑥「再利用」ボタンについては、４８～５０ページを参照してください。 

拡大図 
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５ 供託金の電子納付 

 「電子納付」ボタンをクリッ

クして、各金融機関のインター

ネットバンキングにアクセスし

ます。 

 

 

 

 

 

「e-Gov 電子納付」のウェブサイ

トに移動しますので、金融機関の種

別を選択します。 

 

 

 

 

利用する金融機関の頭文字を選択し、

利用する金融機関名を選択します。 
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⚠注意⚠

「電子納付」ボタンをクリックして各金融機関のインターネットバンキングを利用する場合

には、「電子納付」ボタンをクリック後、３０分以内に納付処理を完了させてください。

３０分を経過すると、この処理を継続することができなくなります。処理を継続することが

できなくなった場合又は処理を中断した場合には、再度、「電子納付情報表示」画面から「電

子納付」ボタンをクリックしてください。 

操作画面及び操作方法については、金

融機関ごとに異なりますので、以下は画

面イメージによる説明となります。詳細

については、御利用の金融機関にお問い

合わせください。 

インターネットバンキングのログイン

画面からログインします。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

払込内容が表示されるので、内容を

確認し、第２暗証番号を入力します。 

（※画面はイメージです。） 

払込みが完了したことを確認してくだ

さい。 

（※画面はイメージです。） 
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金融機関のホームページからイ

ンターネットバンキングにログイ

ンし、処理状況照会の納付ボタン

で通知された「収納機関番号」、

「納付番号」及び「確認番号」を

入力して電子納付を行うこともで

きます。 

操作画面及び操作方法について

は、金融機関ごとに異なりますの

で、以下は画面イメージによる説

明となります。詳細については、

御利用の金融機関にお問い合わせ

ください。 

（※画面はイメージです。） 

 

インターネットバンキングのログイン画面から

ログインします。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

決済サービスの中から「税金・各

種料金の払込み」を選択します。 

（※画面はイメージです。） 
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通知された納付情報の「収納機関

番号」を入力します。 

（※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知された納付情報の「納付番

号」（１６桁）及び「確認番号」

（６桁）を入力します。 

（※画面はイメージです。） 

 

 

 

払込内容が表示されるので、内

容を確認し、第２暗証番号を入力

します。 

（※画面はイメージです。） 
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払込みが完了したことを確認してくだ

さい。 

（※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

操作画面及び操作方法については、金融機関や ATM によって

異なりますので、以下は画面イメージによる説明となります。  

実際の ATM の案内に沿って操作を行ってください。 

 

ATM の画面にある「料金払込（ペイジー）」を選択します。 

 （※画面はイメージです。） 
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 「手入力」ボタンを選択します。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

 

 処理状況照会の納付ボタンで通

知された「収納機関番号」を入力

し、「確認」ボタンを押します。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

 通知された「納付番号」（１６

桁）を入力し、「確認」ボタンを

押します。 

 （※画面はイメージです。） 
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 通知された「確認番号」（６

桁）を入力し、「確認」ボタン

を押します。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

 

 

 入力内容と払込内容の確認画

面が表示されますので、内容を

確認後、それぞれ「確認」ボタ

ンを押します。 

 （※画面はイメージです。） 
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 お支払方法を「現金」又は「通帳・

カード」から選択します。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

【現金で支払う場合】 

 お支払金額を確認後、「確認」ボタ

ンを押します。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

 

 お客様の連絡先電話番号を入力し、

「確認」ボタンを押して、紙幣・硬貨

を挿入受取口に入れます。 

 （※画面はイメージです。） 
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 投入金額を確認して「確認」ボタ

ンを押し、利用明細票とお釣りを受

け取ります。 

 利用明細票は御自身で大切に保管

してください。供託所への提出は不

要です。 

 （※画面はイメージです。） 

 

 

【通帳・カードで支払う場合】 

 口座から支払う金額等を確認後、

「確認」ボタンを押します。 

 （※画面はイメージです。） 

  

 

 

 

 通帳又はカードを挿入して、暗証

番号を入力します。 

支払い後、通帳又はカードの返却

とともに利用明細票が発行されます

ので、御自身で大切に保管してくだ

さい。供託所への提出は不要です。 

（※画面はイメージです。） 
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６ 補正申請 

 「処理状況照会」画面の「お知らせ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補正の内容を確認し、「戻

る（処理状況照会）」をクリ

ックします。 

 

  

 

 

 

 

 

  補正を行う供託申請の「再利用」ボタンをクリックします。 
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⚠注意⚠

補正申請を行う場合、必ず「☑ 補正のコメントを受領したので補正申請として申請する。」

にチェックを入れ、「補正対象申請番号」欄に補正する申請番号（初回の申請番号）を半角数

字で正しく入力してください。 

 

 をクリックすると、

元の申請書の内容を反映した申請様式の

画面が表示されます。補正の内容に応じ

て修正し、再度送信します。 

補正には期限があります。必ず供託所

から通知された期限内に補正申請を行っ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20200701002393001 

拡大図 
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⚠注意⚠

補正した申請書のデータを再利用する場合、必ず「☑ 補正のコメントを受領したので補正申請として

申請する。」のチェックを外し、「補正対象申請番号」欄を空欄にしてください。そのまま再利用する

と、システム上、補正申請として登録されてしまうため、取り下げていただくことになります。 

 

７ 申請データの再利用（継続申請） 

送信した申請書のデータを、新たな申請書として再利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  手続完了後９３日目に処理状況のデータが消去され、「再利用」ができなくなりま

すので、御注意ください。 

 

 「再利用」ボタンをクリックすると、元

の申請書の内容を反映した申請様式の画面

が表示されます。必要に応じて内容を変更

し、送信します。 

※  申請書の作成と送信については、１４

～３３ページを参照してください。 
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おわりに 申請方法に迷ったら 

申請方法に関する御質問については、お近くの法務局へお問い合わせください。 

静岡地方法務局供託課  TEL 054-254-3555 

静岡地方法務局沼津支局 TEL 055-923-1201 

静岡地方法務局富士支局 TEL 0545-53-1200 

静岡地方法務局下田支局 TEL 0558-22-0534 

静岡地方法務局浜松支局 TEL 053-454-1396 

静岡地方法務局掛川支局 TEL 0537-22-5538 

静岡地方法務局藤枝支局 TEL 054-641-1158 

静岡地方法務局袋井支局 TEL 0538-42-3545 

登記・供託オンライン申請システムの操作に関する

御質問ついては、「登記・供託オンライン申請システ

ム操作サポートデスク」へお問い合わせください。 

お問い合わせ時間 

月曜日から金曜日までの８時３０分から１９時

００分まで（国民の祝日・休日、１２月２９日

から１月３日までの年末年始を除く。） 

電話によるお問い合わせ（ナビダイヤル） 

 050-3786－5797（代表） 

 

 

 

① 

② 

メールフォームによるお問い合わせ 

①「FAQ・お問い合わせ」ボタンをクリック 

②「システムの操作に関するお問い合わせ」をクリック 

以降の画面から「メールフォームはこちら」をクリック → 「お問い

合わせトップ」から「進む」をクリック → お問い合わせの内容を入力

後、「入力内容を確認」をクリック → 「送信」をクリック 


